
コロナ社会における観光の再生に向けた愛知・岐阜・三重３県知事共同宣言等に基づく愛

知県新型コロナウイルス感染拡大予防対策指針の変更について 

愛知県では、５月２６日に愛知県緊急事態宣言を解除するとともに、今後、講じていくべき感染拡大予

防対策を「愛知県新型コロナウイルス感染拡大予防対策指針」として定め実施に移しました。 

昨日、開催された東海３県知事によるテレビ会議では、「コロナ社会における観光の再生に向けた愛

知・岐阜・三重３県知事共同宣言」が合意され、社会経済圏が深く重なり合う３県間において、観光を含め

た人の移動を、全国に先駆け、本日から緩和することが決定されました。 

ついては、本県の対策指針に、この旨を追記し、県内市町村を始め関係機関に周知するとともに、県

Ｗｅｂページに掲載しましたのでお知らせします。 

なお、５月２９日に「休業協力要請の解除と営業再開・継続時における感染防止対策の徹底について」

でお知らせした、愛知県として作成した「感染防止対策リスト」についても併せて追記しています。 

【県Ｗｅｂページ掲載箇所（愛知県新型コロナウイルス感染症対策サイト）】 

https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/taisakusisin.html
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愛知県新型コロナウイルス感染拡大予防対策指針変更箇所 

該当頁 旧 新 

１１ 
 また、観光振興の観点からの移動につ

いては、①段階でまずは県内観光の振

興から取り組むこととし、その状況を踏

まえつつ、②段階から県外からの積極

的な呼び込みを実施することといたしま

す。 

（追加） 

 また、観光振興の観点からの移動につ

いては、①段階でまずは県内観光の振

興から取り組むこととし、その状況を踏ま

えつつ、②段階から県外からの積極的

な呼び込みを実施することといたしま

す。 

 社会経済圏が深く重なり合っている愛

知・岐阜・三重の東海３県においては、

観光を含めた人の移動を６月１日から

緩和します。 

１１ 
 その後、感染拡大予防ガイドライン等が

実践されるなど、感染防止対策の徹底に

より、一定の安全性を確保することを前提

に、①段階の６月１日から緩和することと

します。 

 その後、全国的に作成が進められてい

る業種ごとの「感染拡大予防ガイドライ

ン」（資料８）及び愛知県として作成した

「感染防止対策リスト」（資料９）等が実践

されるなど、感染防止対策の徹底によ

り、一定の安全性を確保することを前提

に、①段階の６月１日から緩和することと

します。 

２５
資料４  

（追加） 

資料４  

（「都道府県をまたぐ移動の段階的緩和

の目安」の表下に追記） 

※ 愛知・岐阜・三重の東海３県において

は、社会経済圏が深く重なり合っているこ

とから、３県間における観光を含めた人の

移動を６月１日から緩和する。 

３３～

３７
（追加） 資料９  

「感染防止対策リスト」を追加


